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文化財センター　はにわ館 ＆ ギャラリー 7月の催し物予定

【発行】松阪市文化財センター　【電話】0598-26-7330　【サイト】http://www.city.matsusaka.mie.jp/

　

【ギャラリー】　入場無料　　　　　　　　　　　　＊最終日は 16:00 まで　

【はにわ館】　　入館料 100 円（18 歳以下無料）　　＊入館は 16:30 まで　

第 1展示室　■常設展「宝塚古墳の謎」

第 2展示室　■夏期企画展「まつさかの埴輪たち」　7/29（土）～ 9/10（日）

　　　　　　　　　　　　「ミュージアムトーク」　7/29（土）13:30 ～ 14:30　※事前申込不要

7月の休館日は 3日（月）、10（月）、18 日（火）、24 日（月）、31 日（月）です。

開館時間は９：００～１７：００です。

第 1･2･3Ｇ　■松阪公民館文化グループ展　7/6（木）～ 9（日）9:00 ～ 17:00　＊最終日は 16:00 まで

第 1･2･3Ｇ　■松阪美術協会 70 周年記念展　7/16（日）～ 23（日）9:00 ～ 17:00　＊最終日は 16:00 まで

第 1･2Ｇ　　■まつさかのほいくえん園児造形展　7/29（土）～ 8/6（日）9:00 ～ 17:00

★夏のイベント★　

その１　★中学生ボランティアガイド　

　　　　　　8/1（火）～ 10( 木 ) 平日は 13:00 ～ 15:00、土･日は 10:00 ～ 12:00 と 13:00 ～ 15:00。8/7（月）は休館日。

　　　　　　市内の中学生が第 1展示室の展示解説をします。　※実施時間帯は入館料無料

その２　★ワークショップ「勾玉づくり・はにわストラップづくり」

          　8/5（土）、6（日）10:00 ～ 15:30、勾玉作りは 12:00 まで、受付は 15:00 まで。　※予約不要、参加費 100 円

その３　★スタンプラリー

　　　　　　8/4（金）～ 6（日）9:00 ～ 16:00。文化財センター内に 3か所ポイントを設置します。スタンプを

　　　　　　すべて集めると、はにわ館のオリジナルシールがもらえます。

　松阪市の朝見地区では、三重県の農業基盤整備事業にともなう発掘調査が、平成 22 年度から三重県埋

蔵文化財センターにより、実施されています。この発掘調査によって、今まで知られていなかったこの地

域の歴史が明らかになってきました。

　朝見地区にある朝見遺跡（和屋町・立田町・上七見町）からは、平安時代の硯や墨書土器（1）、石帯（2）、

緑釉陶器（3）などが出土しました。また、大型の掘立柱建物跡も見つかりました。これらの遺物（4）と遺構（５）

は、当時この地域に公的機関が置かれ、文字の読み書きができる身分の高い人物が住んでいたことを示し

ています。では、なぜ当時の朝見地区に公的機関が置かれ、身分の高い人物が住んでいたのでしょうか？

　その答えを考える上でヒントになるのが、写真１です。少し古いものですが、これは朝見遺跡とその周

辺を上空から撮影したものです。よく見ると、水田が碁盤の目のような形に区画されていることが分かる

と思います。実は、この碁盤目状

に区画された水田は条里制の痕跡

なのです。条里制とは、古代から

中世にかけて行われた、農地開拓

のための耕地の地割制度です。水

田は条里溝（水路）や畔によって

１辺約 110ｍのほぼ正方形に区

画されました。

　さらに、朝見遺跡では、9 世紀

末から 10 世紀前半頃の、櫛田川

水系から水を引くために作られた

大きな溝が見つかり、それと同時

期の遺物として、上で述べた物が

見つかりました。

　これらのことから、今から約

1100 年前に、この地域の農地

の開発のために公的機関が置か

【古代の条里制の痕跡が残る朝見地区～ 「朝見遺跡」 の発掘でわかったこと～】

（1）墨で文字などが書かれた土器。

（2）官人が腰に巻く帯についている石製の飾り。

（3）光沢のある緑色の釉薬がかかった当時の高級陶器。朝見遺跡は、斎宮跡・伊賀国府跡などについで三重県下で４番目の出土量

　　を誇る。

（4）過去の人間が残した物のうち、土器や石器などの動かすことができる物。

（5）過去の人間が残した物のうち、建物の跡や溝の跡などの動かすことができない物。

写真１　昭和 23 年 12 月 17 日撮影　国土地理院空中写真 USA-R2303-22 より抜粋

れ、身分の高い人物が当地にやって来て住んだのだと考えられます。そして、それから約 100 年後の１０

世紀後半頃、朝見遺跡の公的機関としての役割が終了し、身分の高い人たちもいなくなりました。しかし、

彼らが作った条里型地割は、その後も利用され続け、現在でもその痕跡をとどめています。

　朝見遺跡の発掘調査で条里溝と認定されたものの多くは、平安時代に条里型地割が作られて以来、約１０

００年間、同じ位置で水路として利用されていることがわかりました。また、朝見地区の水田を歩いている

と、素掘りの溝（水路）が多く残っており、写真２のような、溝の法面を杭と板を使って補強している風景

を見つけることができます。この風景も、平安時代以来、変わっていないと考えられます。写真 3 のような、

古代の条里制の痕跡が残る朝見地区の景観はとても貴重なものといえますね。（担当）　

※今回のはにわ通信を書く際、『水と大地といにしえの人びと～松阪市朝見地区の発掘調査から～』（三重県埋蔵文化財センター、

　2015 年）と『三重県埋蔵文化財調査報告 351　朝見遺跡（第 1･2 次）発掘調査報告』（三重県埋蔵文化財センター、2014 年）を

　参考にしました。

 今年も朝見地区で発
掘調査が行われるらし
いよ。

写真 2　上七見町の水田の溝（水路） 写真 3　朝見小学校 3階より下七見町方面
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